令和７年度第１回厚木市セーフコミュニティ推進委員会　議事録
１　開催日時　　令和年７月29日（火）午前10時から11時まで
２　開催場所　　厚木市役所　本庁舎３階　特別会議室
３　出席者　　　厚木市セーフコミュニティ推進委員会委員　４人

４　傍聴者　　　なし
５　議事
(1) 委員長及び職務代理の選出について
　(2) 厚木市がセーフコミュニティを始めた「きっかけ」とセーフコミュニティ推進委員会について
　(3) 視察可能なセーフコミュニティ活動について 
６　配布資料
(1) 令和７年度第１回厚木市セーフコミュニティ推進委員会会議次第
(2) 厚木市セーフコミュニティ推進委員会委員名簿
(3) 厚木市セーフコミュニティ推進条例
(4) 厚木市セーフコミュニティ推進委員会規則
(5) 厚木市セーフコミュニティ推進委員会の会議等の公開に関する要綱
(6) 厚木市がセーフコミュニティを始めた「きっかけ」とセーフコミュニティ推進委員会について　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　    資料１
(7) 視察可能なセーフコミュニティ活動について　　　　　　　　　         　資料２
７　会議概要

(1) あいさつ　　厚木市長
本日は、委嘱状を委員の皆様方にお渡しさせていただいた。また、皆様方には委員をお受けいただき心から感謝申し上げる。

セーフコミュニティは、「事故やけがは、偶然の結果ではなく予防できる」という理念の下、安心安全で健康なまちづくりのため、市民の皆様方に御協力いただきながら推進している取組である。
委員の皆様方には、取組や条例の運用状況について皆様方の忌憚のない御意見をいただきたい。
これまで３度の国際認証を取得してきたが、これからは厚木市独自のセーフコミュニティの推進体制へと変わっていく。
今後につきましても、皆様とともに市民協働で推進して参りたい。
(2) 議事
ア　委員長及び職務代理の選出について
委員の互選により、委員長は宮田幸紀委員に決定
委員長の指名により、職務代理は永井明委員に決定
　　　　
　　イ　厚木市がセーフコミュニティを始めた「きっかけ」とセーフコミュニティ推進委員
会について・・・資料１
本市がセーフコミュニティを始めたきっかけについて説明するとともに、セーフコミュニティの推進体制及び推進委員会の位置づけについて説明
　　
【委員意見】
委員　　厚木市セーフコミュニティ推進条例の第3条には、けが等の発生原因を分析するという文言が入っていない。原因の究明なしには次の対策に進むことができないため、条例改正の際にはこの文言を盛り込んでほしい
事務局　セーフコミュニティの理念は、データに基づいてPDCAサイクルを回し、市民協働で取り組みを進めていくことである。分析はまさにその中核をなす部分であり、条例改正の際に解決手法として盛り込むことを検討する
委員　　新しく再編された４つの対策委員会の中に「安全」という名称がつく対策委員会が交通安全対策委員会しかない。例えば、水難事故などの川での安全についてはどこに含まれるのか。
事務局　水難事故については４つの対策委員会でいうとけが予防対策委員会に振り分けられるものと認識している。そのほかの安全に関する課題についても、いずれかの委員会において対応を検討していくようになる。
　　　委員　　自治会や民生委員など、地域活動の担い手不足が深刻である。地域の活動を支える人が同じ人に偏っており、自治会長の改選期には後継者が見つからないといった問題も起きている。セーフコミュニティを進める上で、最も大切なのは人とのふれあいや「地域の絆」であり、若い世代が参加しやすい方法で活動を広げていく必要がある。
　　　事務局　自治会加入率は53.2%。アンケート調査を行ったところ、未加入者の約半数が自分がどの自治会エリアにいるか分からないという原因が明らかとなった。これに解決するための取組として、自治会エリアを地図に明記したものを全戸配布する予定である。セーフコミュニティの基盤となる自治会活動を通じて、地域の絆を深める取り組みを広げていきたいと考えている。
　　
　　　委員　　「体感治安」という言葉がわかりづらく、活動内容の説明を受けてやっとどのようなことを行っている委員会なのか理解できる。「体感治安」とは、どのような背景があってつけられた名称なのか。
　　　事務局　体感治安とは、刑法犯認知件数が多ければ治安が悪いという単純なものではなく、市民の皆さんが思う治安のことである。刑法犯認知件数が減っていても市民の不安が残っている場合、その心の不安が「体感治安」にあたる。その不安を解消するためには、活動を理解してもらい、身体で感じてもらう必要がある。そこまでが体感治安であると考えている。
　　　　委員　　７つあった対策委員会が４つになったとあったが、どのように統合されたのか教えてほしい。
　　　　事務局　各対策委員会の名称は現時点では仮称である。対策委員会での取組が決定し次第、名称と取組の内容について委員の皆様に周知させていただく。
　　　　委員　　けが予防について、お風呂での事故はけが予防に含むのか。こういった事例等を含めて対策委員会での取組の検討を進めてほしい。そして、市民がわかる言葉で活動を推進してほしい。
　　　　

　　ウ　視察可能なセーフコミュニティ活動について・・・資料２
　　　　資料に基づき、市や対策委員会で実施している活動の紹介、視察可能な日時につい
て説明を行った。
【委員意見】
委員　　7ページ目の市民防災研修会については、開催自体は決定しているものか。
事務局　開催については決定しているが、日時や会場等については現時点では未公表である。昨年度は２月15日ごろに開催しているものある。

　　　　委員　　出前講座のプログラムに防災のプログラムはあるのか。自治会などの地区で実施してもらうことは可能か。
　　　　事務局　出前講座のプログラムに防災に関する講座はある。また、防災を所管している危機管理課に依頼をすれば講座を行ってもらえると認識している。

　(3) その他
事務局　　次回会議予定について説明
　　　　　　   　
(4) 閉会　　　永井職務代理
3

